
                          平成 30 年 4 月 28 日 

                        関東学生バドミントン連盟 

 

  （１）本連盟所属大学の学生による未成年飲酒について 

 

平成３０年４月７日に東京経済大学バドミントン部で未成年者の飲酒が発覚し

ました。 

新入生歓迎会の後の二次会でのことであり、部員１０名が参加し、６名が未成

年でした。うち１名が鉄道事故に遭遇しています。  
この事案に対して、本連盟は当該大学当該チームにおける対応について、当該

チーム指導者より聞き取りを行い、その内容と本連盟規約に基づいて、未成年者

飲酒の当事者および同席者９名（事故遭遇者を除く）の平成３０年度関東大学春

季リーグ戦と関東学生バドミントン選手権への出場を認めないことにしました。  
 
なお、本連盟は今後とも本事案について継続的に事案確認に努めるとともに、

新たな事実が発覚した場合は、当該チームに対して追加の措置をとることとしま

す。 

 その際には、本事案発生以降に行われた試合についても検討対象とすることが

あります。 


